
I n f o r m a t i o n

　会社から解雇通告を受けましたが納得できません。
どのようなことに気をつけて対処すればよいですか？
　解雇通告を受けたら、解雇理由についての証明書の交付を
受けてください。もし、解雇理由に納得できないのであれば
「受け入れられない」との意思を、使用者に対して明確に伝え
ることが必要となります。
　解雇を納得していないのに、使用者が一方的に解雇予告手
当や退職金を支払った場合には、受け取らない方がよいで
しょう。解雇を承認したと判断される可能性があります。
　受け取る場合には「解雇予告手当ではなく、賃金の一部と
して受け取る」旨の意思表示を明確にすることが必要であ
り、証拠として残しておくためにも「内容証明郵便」で行った
方がよいと思われます。

　解雇されましたが納得できません。解決するために
は、どのような方法がありますか？
　解雇をはじめ労働問題に関するトラブルは、明らかな法律
違反の場合を除き、基本的には労働者と使用者との自主的な
話し合いで解決していくことが望ましいことです。しかし、
当事者同士では話し合いが進まないケースが多く見受けら
れます。
　そのようなときは、公的機関（労働局、労働基準監督署な
ど）に相談して適切なアドバイスや斡旋などを受けるととも
に、明らかな法律違反の場合には行政指導を求めることにな
ります。また、加入している労働組合を通じて、使用者と解雇
の撤回を求めて交渉する方法があります。
　公的相談機関や労働組合を通じても解決しない場合、最終
的には「裁判手続きの方法（民事調停の申立、仮処分の申立、
本訴）」によることになります。

問い合わせ先　商工観光課

労働問題解決の手引き６
解雇・雇止めの基礎知識

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
「
労
働
保
険
」

の
加
入
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

 

「
労
働
保
険
」
と
は
、
労
災
保
険

と
雇
用
保
険
を
合
わ
せ
た
総
称
で
、

政
府
が
管
掌
す
る
保
険
制
度
で
す
。

 

「
労
働
保
険
」
は
事
業
の
種
類
や

規
模
に
関
わ
り
な
く
、
農
林
水
産
業

の
一
部
を
除
い
て
、
労
働
者
を
一
人

で
も
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
、
加

入
手
続
き
を
行
い
労
働
保
険
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
ま
だ
加
入
手
続
き
を
し
て
い
な

　

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
は
、

消
費
者
か
ら
の
「
預
り
金
的
な
性
格
」

を
有
す
る
税
金
で
す
。

　

消
費
者
の
立
場
に
立
て
ば
、
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
納
税
者
が

滞
納
す
る
こ
と
は
、
到
底
許
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

督
促
を
発
し
て
も
納
付
が
な
い
場

合
に
は
、
売
掛
金
や
預
金
な
ど
、
財

産
の
差
し
押
さ
え
を
行
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
売
掛
金
な
ど
の
差
し
押
さ

え
を
受
け
る
と
、
大
事
な
取
引
先
か

　

借
金
問
題
で
お
悩
み
の
人
の
無
料

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
員
や

弁
護
士
、
司
法
書
士
な
ど
、
専
門
家

に
相
談
す
る
こ
と
が
安
心
へ
の
早
道

で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
で
き
る
だ
け
予
約
し
て
か

ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
予
約
先

　

熊
本
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
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９
６
（
３
８
３
）
０
９
９
９
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６
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３
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２
２
９
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い
事
業
所
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
厚
生
労
働
省
で
は
、
11
月

を
「
労
働
保
険
適
用
促
進
月
間
」
と

定
め
て
、
労
働
保
険
の
適
用
を
促
進

し
ま
す
。

　
「
労
働
保
険
」
に
加
入
し
て
い
る

と
、
労
働
者
の
人
が
業
務
上
や
通
勤

途
上
で
負
傷
し
た
り
、
病
院
に
か
か

っ
た
り
、
あ
る
い
は
不
幸
に
も
死
亡

さ
れ
た
場
合
に
必
要
な
労
災
保
険
給

付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
リ
ス
ト
ラ
や
倒
産
な
ど

に
よ
り
失
業
し
た
場
合
の
失
業
給
付

や
、
在
職
中
に
お
け
る
育
児
お
よ
び

介
護
休
養
給
付
な
ど
も
受
け
ら
れ
る

ら
の
信
用
を
失
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
税
金
を
期
限
内
に
納
め

る
こ
と
は
、
社
会
の
ル
ー
ル
で
す
。

確
実
に
期
限
内
に
納
付
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
期
限
を
過
ぎ
る
と
本
税
の

ほ
か
、
延
滞
税
も
併
せ
て
納
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
期
限
内
に
納

付
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

早
め
に
最
寄
り
の
税
務
署
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

　

※
自
動
音
声
案
内

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
事
業

主
は
、
速
や
か
に
加
入
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
労
働
保
険
制
度
や
加
入
手

続
き
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
最
寄
り

の
労
働
基
準
監
督
署
か
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）
ま
た
は
、

熊
本
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室
へ
お

気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
９
６
（
２
１
１
）
１
７
０
２

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進

月
間
で
す

消
費
税
滞
納
は

　
　
　

ル
ー
ル
違
反
で
す
！

多
重
債
務
者
相
談
強
化
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
無
料
相
談
会

と　き ところ

11月
16日（月）

荒尾総合文化センター
荒尾市荒尾４１８６番地 19

17日（火）菊池市福祉会館菊池市隈府８８８番地

18日（水）松島総合センター上天草市松島町合津４２７６番地 23

19日（木）熊本県八代地域振興局八代市西片町１６６０

20日（金）熊本県球磨地域振興局人吉市西間下町 86- １

21日（土）熊本県庁北側会議棟（熊本テルサ前）熊本市水前寺６丁目１８番１号

※ どの会場でも参加可能です。希望の会場へお
越しください。
※ 受付時間は、16 日（月）から 20 日（金）
までは午後１時から午後４時で、21日（土）
は午前 10時から午後４時です。

募集種目
　高等工科学校生徒
（陸上自衛隊）
受付期間
　11月１日（日）
～平成 22年１月８日（金）
試験日
一次　 平 成 22 年 １ 月 23 日

（土）
二次　 平成 22年２月６日（土）

～９日（火）
試験資格　
　中学校卒業（見込み含む）
15歳から 17歳未満の男子
問い合わせ先
　自衛隊熊本地方協力本部
菊池分駐所
　☎（24）２７７２

自衛官募集自衛官募集

　

熊
本
県
立
熊
本
高
等
技
術
訓
練
校

で
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
申
し

込
み
を
し
た
離
職
者
の
皆
さ
ん
に
対

し
て
、
再
就
職
に
有
利
に
な
る
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
就
こ
う
と
し
て
い
る

職
業
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
習
得

で
き
る
よ
う
応
援
し
ま
す
。

募
集
期
間　

11
月
25
日
（
水
）

　
　
　
　
　

〜
12
月
９
日
（
水
）

と　

き　

 

平
成
22
年
１
月
７
日
（
木
）

　
　
　
　

〜
３
月
31
日
（
水
）

と
こ
ろ　

 

ワ
イ
エ
ス
プ
ラ
ン
パ
ソ
コ

ン
ス
ク
ー
ル
山
鹿
校

申
込
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池

　

☎
（
24
）
８
６
０
９

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
立
熊
本
高
等
技
術
訓
練
校

　

☎
０
９
６
（
３
７
８
）
０
１
２
１

公
共
職
業
訓
練
受
講
生
募
集

●固定資産税第４期
●国民健康保険税第５期
※ 口座振替を利用している人は、11
月25日（水）に振替を行いますの
で、残高の確認をお願いします。

問い合わせ先　税務課、徴税課

11月の「税」の納期限
11月 30日（月）

近
隣
市
町
合
同
公
売
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
税
・
国
保
税
の
徴
収
の
た
め
に
、

差
し
押
さ
え
た
日
用
品
・
食
器
・
置

物
な
ど
を
、
近
隣
市
町
と
合
同
で
次

の
と
お
り
公
売
し
ま
す
。
購
入
を
希

望
す
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

と　

き　

11
月
14
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
11
時
〜

　
　
　
　

（
開
場
は
午
前
10
時
）

と
こ
ろ　

菊
池
市
文
化
会
館

公
売
物
件　

日
用
品
、
食
器
、
置
物
、

自
動
車
、
そ
の
他

公
売
方
法　

入
札
・
せ
り
売
り
に
よ
る

当
日
必
要
な
も
の

・  

印
か
ん
（
認
め
印
で
可
。
法
人
の

　

場
合
は
代
表
者
印
）

・
購
入
代
金

・ 

本
人
が
確
認
で
き
る
も
の
（
免
許

証
、
保
険
証
な
ど
）

・ 

委
任
状
（
代
理
人
が
参
加
す
る
場

合
）

そ
の
他

・ 

公
売
財
産
の
引
き
渡
し
は
、
買
受

　

代
金
納
付
時
の
現
況
有
姿
で
行
い

　

ま
す
。

・ 

公
売
前
に
滞
納
税
が
完
納
に
な
っ

　

た
差
押
物
件
に
つ
い
て
は
、
公
売

　

中
止
と
な
り
ま
す
。

・ 

物
件
は
、
使
用
品
が
多
く
、
キ
ズ

　

な
ど
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

ご
理
解
の
う
え
参
加
し
て
く
だ
さ

　

い
。

問
い
合
わ
せ
先　

徴
税
課
徴
税
係

公共事業入札の公表

※ その他の入札結果は、菊池市ホームページおよび菊池市役所総務課で閲覧できます。
※ 落札額が 10,000,000 円以上のものを掲載しています。

●入札(開札)日：９月２日（水）

件　名 工事場所 落札者 落札額（税込・円） 落札率 指名
業者数 事業担当課予定価格（税込・円）

平成21年度隈府小学校体育館耐震
補強建築工事 隈府 ㈱生田工務店 122,325,000 97.5% 5 都市整備課125,415,000
平成21年度隈府小学校体育館耐震
補強電気工事 隈府 ㈱九電工菊池営業所 12,075,000 94.9% 7 都市整備課12,726,000

●入札(開札)日：９月16日（水）

件　名 工事場所 落札者 落札額（税込・円） 落札率 指名
業者数 事業担当課予定価格（税込・円）

平成21年度矢護川線改良工事 旭志麓 ㈲旭産業 17,325,000 96.3% 7 旭志総合支所
建設課17,999,100

平成21年度桜山地区測量設計業務
委託

泗水町
永

三共コンサルタント
㈱菊池営業所

17,850,000 97.0% 10 下水道課18,393,900

●入札(開札)日：９月30日（水）

件　名 工事場所 落札者 落札額（税込・円） 落札率 指名
業者数 事業担当課予定価格（税込・円）

平成21年度津留尾足線強化舗装工
事

旭志
新明 ㈲岩根工業 11,970,000 96.7% 9 旭志総合支所

建設課12,373,200
平成21年度野間口地区（7007～
7009-3）築造工事 野間口 世紀建設㈱ 20,580,000 98.9% 13 下水道課20,812,050
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